
一
頁

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
関
税
定
率
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
八
一
八
・
三
○
号
中
「
三
・
九
％
」
を
「
無
税
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
八
二
七
・
四
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
八
二
七
・
四
九

そ
の
他
の
も
の

一

オ
キ
シ
塩
化
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

三
・
九
％

「

別
表
第
二
九
〇
七
・
一
九
号
中

二

そ
の
他
の
も
の

四

「

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

単
核
一
価
フ
ェ
ノ
ー
ル

・
六
％

を

Ａ

パ
ラ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

無
税

に
改
め
る
。

」

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％



二
頁

㈡

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％

」

別
表
第
二
九
二
三
・
九
○
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
九
二
三
・
九
○

そ
の
他
の
も
の

一

水
酸
化
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ダ
マ
ン
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
Ａ
Ｄ
Ａ
Ｈ

）
及
び
水
酸
化
テ
ト
ラ
エ
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｈ
）

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

四
・
六
％

別
表
第
三
三
〇
七
・
九
〇
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
三
〇
七
・
九
〇

そ
の
他
の
も
の

四
％

「

別
表
第
三
八
二
四
・
九
九
号
中

四

そ
の
他
の
も
の

三

「

四

そ
の
他
の
も
の

・
八
％

を

㈠

ジ
ス
プ
ロ
シ
ウ
ム
鉄
合
金

無
税

に
改
め
る
。

」

㈡

そ
の
他
の
も
の

三
・
八
％

」

別
表
第
五
三
〇
六
・
一
〇
号
中
「
九
・
六
％
」
を
「
無
税
」
に
改
め
る
。



三
頁

「

別
表
第
五
三
〇
八
・
九
〇
号
中

二

そ
の
他
の
も
の

九

「

二

ラ
ミ
ー
糸

無
税

・
六
％

を

に
改
め
る
。

」

三

そ
の
他
の
も
の

九
・
六
％

」

別
表
第
六
一
・
〇
一
項
か
ら
第
六
一
・
〇
四
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
一
・
〇
一

男
子
用
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
、
カ
ー
コ
ー
ト
、
ケ
ー
プ
、
ク
ロ
ー
ク
、
ア
ノ

ラ
ッ
ク
（
ス
キ
ー
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
含
む
。
）
、
ウ
イ
ン
ド
チ
ー
タ
ー
、
ウ
イ

ン
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
第
六
一
・
〇
三
項
の
も
の
を
除
く
。

）

六
一
〇
一
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
一
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
一
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％



四
頁

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

六
一
・
〇
二

女
子
用
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
、
カ
ー
コ
ー
ト
、
ケ
ー
プ
、
ク
ロ
ー
ク
、
ア
ノ

ラ
ッ
ク
（
ス
キ
ー
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
含
む
。
）
、
ウ
イ
ン
ド
チ
ー
タ
ー
、
ウ
イ

ン
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク

ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
第
六
一
・
〇
四
項
の
も
の
を
除
く
。

）

六
一
〇
二
・
一
〇

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
二
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
二
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
二
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

六
一
・
〇
三

男
子
用
の
ス
ー
ツ
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
ブ
レ
ザ
ー
、
ズ
ボ
ン

、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ
ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ
（
水
着
を
除
く
。
）
（
メ
リ

ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）



五
頁

六
一
〇
三
・
一
〇

ス
ー
ツ

一

羊
毛
製
、
繊
獣
毛
製
又
は
合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

ア
ン
サ
ン
ブ
ル

六
一
〇
三
・
二
二

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
三
・
二
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
三
・
二
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
及
び
ブ
レ
ザ
ー

六
一
〇
三
・
三
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
三
・
三
二

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
三
・
三
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％



六
頁

六
一
〇
三
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ
ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ

六
一
〇
三
・
四
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
三
・
四
二

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
三
・
四
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
三
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

六
一
・
〇
四

女
子
用
の
ス
ー
ツ
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
ブ
レ
ザ
ー
、
ド
レ
ス

、
ス
カ
ー
ト
、
キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ
ー
ト
、
ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ

ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ
（
水
着
を
除
く
。
）
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編

み
の
も
の
に
限
る
。
）

ス
ー
ツ

六
一
〇
四
・
一
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の



七
頁

一

羊
毛
製
、
繊
獣
毛
製
又
は
綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

ア
ン
サ
ン
ブ
ル

六
一
〇
四
・
二
二

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
二
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
二
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
及
び
ブ
レ
ザ
ー

六
一
〇
四
・
三
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
三
二

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
三
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％



八
頁

ド
レ
ス

六
一
〇
四
・
四
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
四
二

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
四
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
四
四

再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

ス
カ
ー
ト
及
び
キ
ュ
ロ
ッ
ト
ス
カ
ー
ト

六
一
〇
四
・
五
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
五
二

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
五
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
五
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

ズ
ボ
ン
、
胸
当
て
ズ
ボ
ン
、
半
ズ
ボ
ン
及
び
シ
ョ
ー
ツ

六
一
〇
四
・
六
一

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％



九
頁

六
一
〇
四
・
六
二

綿
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
六
三

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

六
一
〇
四
・
六
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

「

一

オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ

ツ

別
表
第
六
一
・
〇
五
項
中

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四

「

一

オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ

を

に
改
め
る
。

ツ

一
〇
・
九
％

」

％％

」



一
〇
頁

別
表
第
六
一
〇
六
・
一
○
号
中
「
一
六
・
八
％
」
を
「
一
〇
・
九
％
」
に
、
「
一
四
％
」
を
「
九
・
一
％
」
に
改
め
、
同

「

一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ
ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ

ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

表
第
六
一
〇
六
・
二
〇
号
及
び
第
六
一
〇
六
・
九
〇
号
中

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

㈡

そ
の
他
の
も
の

ツ
、
ポ
ロ
シ
ャ

「

一

ブ
ラ
ウ
ス
、
シ
ャ
ツ
ブ
ラ
ウ
ス
、
オ
ー
プ
ン
シ
ャ
ツ
、
ポ
ロ
シ
ャ

の
及
び
模
様
編

を

ツ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
シ
ャ
ツ

一

一
六
・
八
％

一
四
％

」

に
改
め
る
。

〇
・
九
％

」



一
一
頁

「

一

バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
ガ
ウ
ン
そ

る
製
品

別
表
第
六
一
〇
七
・
九
一
号
及
び
第
六
一
〇
七
・
九
九
号
中

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用

編
み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

㈡

そ
の
他
の
も
の

の
他
こ
れ
ら
に
類
す

「

一

バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
ガ
ウ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

し
た
も
の
及
び
模
様

を

る
製
品

一
六
・
八
％

一
四
％

」

に
改
め
る
。

八
・
四
％

」

「

一

ネ
グ
リ
ジ
ェ
、
バ
ス
ロ
ー
ブ



一
二
頁

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

別
表
第
六
一
〇
八
・
九
一
号
か
ら
第
六
一
〇
八
・
九
九
号
ま
で
の
規
定
中

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ

編
み
の
組
織
を
有
す
る
も

㈡

そ
の
他
の
も
の

、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
ガ
ウ
ン
そ
の
他

「

一

ネ
グ
リ
ジ
ェ
、
バ
ス
ロ
ー
ブ
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
ガ

ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様

を

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

の

一
六
・
八
％

一
四
％

」

ウ
ン
そ
の
他

に
改
め
る
。

八
・
四
％

」
「

一

異
な
る
色
の
糸
か
ら
成
る
も
の
及
び
な
せ
ん
し
た
も
の

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編



一
三
頁

別
表
第
六
一
・
〇
九
項
中

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
四

「
を

一

異
な
る
色
の
糸
か
ら
成
る
も
の
及
び
な
せ
ん
し
た
も
の

一
〇
・
九
％

に
改
め
る
。

」

％％

」
別
表
第
六
一
・
一
〇
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
一
・
一
〇

ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
プ
ル
オ
ー
バ
ー
、
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
、
ベ
ス
ト
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
製
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

六
一
一
〇
・
一
一

羊
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
一
二

カ
シ
ミ
ヤ
毛
製
の
も
の

一
○
・
九
％



一
四
頁

六
一
一
〇
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
二
〇

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
〇
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

「

三

そ
の
他
の
も
の

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編

別
表
第
六
一
一
一
・
二
〇
号
中

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六

㈡

そ
の
他
の
も
の

「
を

三

そ
の
他
の
も
の

一
〇
・
八
％

に
改
め
、

」

・
七
％

一
四
％

」

「

三

そ
の
他
の
も
の



一
五
頁

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編

同
表
第
六
一
一
一
・
三
〇
号
中

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六
・

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
三
・

「
を

三

そ
の
他
の
も
の

一
〇
・
七
％

に
改
め
、
同
表

」

五
％

六
％

」

「

三

そ
の
他
の
も
の

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

第
六
一
一
一
・
九
〇
号
中

㈡

そ
の
他
の
も
の

Ａ

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
三
％

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

一
四
％

」



一
六
頁

「

三

そ
の
他
の
も
の

を

㈠

羊
毛
製
又
は
繊
獣
毛
製
の
も
の

一
〇
・
九
％

に
改
め
る
。

㈡

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

」

別
表
第
六
一
・
一
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
一
・
一
二

ト
ラ
ッ
ク
ス
ー
ツ
、
ス
キ
ー
ス
ー
ツ
及
び
水
着
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ

セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

ト
ラ
ッ
ク
ス
ー
ツ

六
一
一
二
・
一
一

綿
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
二
・
一
二

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
二
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

六
一
一
二
・
二
〇

ス
キ
ー
ス
ー
ツ

一

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％



一
七
頁

男
子
用
の
水
着

六
一
一
二
・
三
一

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
二
・
三
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

女
子
用
の
水
着

六
一
一
二
・
四
一

合
成
繊
維
製
の
も
の

一
○
・
九
％

六
一
一
二
・
四
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
四
％

別
表
第
六
一
・
一
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
一
・
一
四

そ
の
他
の
衣
類
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

六
一
一
四
・
二
〇

綿
製
の
も
の

八
・
一
％

六
一
一
四
・
三
〇

人
造
繊
維
製
の
も
の

八
・
一
％

六
一
一
四
・
九
〇

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

八
・
一
％

「

シ
ョ
ー
ル
、
ス
カ
ー
フ
、
マ
フ
ラ
ー
、
マ
ン
テ
ィ
ー
ラ
、
ベ
ー
ル
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品



一
八
頁

別
表
第
六
一
一
七
・
一
〇
号
中

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編
み

の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六

二

そ
の
他
の
も
の

一
一

「

シ
ョ
ー
ル
、
ス
カ
ー
フ
、
マ
フ
ラ
ー
、
マ
ン
テ
ィ
ー
ラ
、
ベ
ー
ル
そ
の
他

を

に
改
め
、

こ
れ
ら
に
類
す
る
製
品

八
・
四
％

」

・
八
％

・
二
％

」

「

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編

同
表
第
六
一
一
七
・
八
〇
号
中

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六
・

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
一
・



一
九
頁

「
を

二

そ
の
他
の
も
の

八
・
四
％

に
改
め
、
同

」

八
％

二
％

」

「

部
分
品

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編
み

表
第
六
一
一
七
・
九
〇
号
中

の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二

「
を

部
分
品

八
・
四
％

に
改
め
る
。

」

％％

」

「

㈡

そ
の
他
の
も
の

Ａ

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
製
の
も
の
及
び
レ
ー
ス
を
使



二
〇
頁

別
表
第
六
二
一
四
・
九
〇
号
中

用
し
た
も
の

Ｂ

そ
の
他
の
も
の

五

「
を

㈡

そ
の
他
の
も
の

四
・
四
％

に
改
め
る
。

」

八
％

・
三
％

」

別
表
第
六
二
・
一
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
二
・
一
六

六
二
一
六
・
〇
〇

手
袋
、
ミ
ト
ン
及
び
ミ
ッ
ト

一

剣
道
用
の
小
手

無
税

二

そ
の
他
の
も
の

七
・
八
％

「

ベ
ッ
ド
リ
ネ
ン
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）



二
一
頁

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編
み

別
表
第
六
三
〇
二
・
一
〇
号
中

の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六

二

そ
の
他
の
も
の

一
一

「
を

ベ
ッ
ド
リ
ネ
ン
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

九
・
一
％

に
改
め
、

」

・
八
％

・
二
％

」

「

テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。

）

同
表
第
六
三
〇
二
・
四
〇
号
中

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編
み

の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六
・

二

そ
の
他
の
も
の

一
一
・



二
二
頁

「

テ
ー
ブ
ル
リ
ネ
ン
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。

を

に
改
め
、
同

）

九
・
一
％

」

八
％

二
％

」

表
第
六
三
〇
二
・
五
三
号
及
び
第
六
三
〇
二
・
五
九
号
中
「
六
・
四
％
」
を
「
五
・
三
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
三
〇
三
・
一
二
号
及
び
第
六
三
〇
三
・
一
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
三
〇
三
・
一
二

合
成
繊
維
製
の
も
の

九
・
一
％

六
三
〇
三
・
一
九

そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
製
の
も
の

九
・
一
％

別
表
第
六
三
〇
三
・
九
九
号
中
「
六
・
四
％
」
を
「
五
・
三
％
」
に
改
め
る
。

「

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の

一

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編

別
表
第
六
三
〇
四
・
一
一
号
中

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六

二

そ
の
他
の
も
の

一
一



二
三
頁

「
を

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の

九
・
一
％

に
改
め
、

」

・
八
％

・
二
％

」

「

メ
リ一

同
表
第
六
三
〇
四
・
一
九
号
中
「
六
・
四
％
」
を
「
五
・
三
％
」
に
改
め
、
同
表
第
六
三
〇
四
・
九
一
号
中

二

ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の

し
し
ゆ
う
し
た
も
の
、
レ
ー
ス
を
使
用
し
た
も
の
及
び
模
様
編

「
を

メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ

み
の
組
織
を
有
す
る
も
の

一
六
・
八
％

そ
の
他
の
も
の

一
一
・
二
％

」

セ
編
み
の
も
の

九
・
一
％

に
改
め
、
同
表
第
六
三
〇
四
・
九
九
号
中
「
六
・
四
％
」

」



二
四
頁

を
「
五
・
三
％
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
四
・
〇
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
四
・
○
二

七
四
〇
二
・
〇
〇

粗
銅
及
び
電
解
精
製
用
陽
極
銅

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
七
五
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
七
五
円
を
超
え
四
九
〇
円
以

下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

四
九
〇
円
と

の
差
額



二
五
頁

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
九
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

別
表
第
七
四
〇
三
・
一
一
号
か
ら
第
七
四
〇
三
・
一
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
四
〇
三
・
一
一

陰
極
銅
及
び
そ
の
切
断
片

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五
〇
〇

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税



二
六
頁

七
四
〇
三
・
一
二

ワ
イ
ヤ
バ
ー

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五
〇
〇

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

七
四
〇
三
・
一
三

ビ
レ
ッ
ト

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ



二
七
頁

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五
〇
〇

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

七
四
〇
三
・
一
九

そ
の
他
の
も
の

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円



二
八
頁

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五
〇
〇

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

別
表
第
七
四
〇
三
・
二
二
号
及
び
第
七
四
〇
三
・
二
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
四
〇
三
・
二
二

銅
・
す
ず
合
金
（
青
銅
）

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五
〇
〇



二
九
頁

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

七
四
〇
三
・
二
九

そ
の
他
の
銅
合
金
（
第
七
四
・
〇
五
項
の
マ
ス
タ
ー
ア
ロ
イ
を
除
く
。

）
一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
一

五
円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
八
五
円
を
超
え
五
〇
〇

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ



三
〇
頁

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

五
〇
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

「

精
製
鉛

一
キ

別
表
第
七
八
〇
一
・
一
〇
号
中

ム
に

円

「

精
製
鉛

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
七
二
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八

円

ロ
グ
ラ

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
七
二
円
を
超
え
一
八
〇
円



三
一
頁

つ
き
八

を

以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

に
改
め
、

」

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
八
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
八
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

」

「

一

電
解
精
製
用
の
も
の
（
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
五
％
を
超

同
表
第
七
八
〇
一
・
九
一
号
中

え
る
も
の
に
限
る
。
）

二
・

「

一

電
解
精
製
用
の
も
の
（
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
五
％
を
超

え
る
も
の
に
限
る
。
）

㈠

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
六
五
円
三
七
銭
以
下

の
も
の

二
・
八
％

㈡

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
六
五
円
三
七
銭
を
超



三
二
頁

え
一
七
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

を

に
改
め
、

・
八
％

」

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
七
〇
円
と

の
差
額

㈢

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
七
〇
円
を
超
え
る
も

の

無
税

」

「

㈠

電
解
精
製
用
の
も
の
（
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
五
％
を

超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

二
・

同
表
第
七
八
〇
一
・
九
九
号
中

㈡

そ
の
他
の
も
の

一
キ
ロ

ム
に
つ

円

「

㈠

電
解
精
製
用
の
も
の
（
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
五
％
を



三
三
頁

超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

Ａ

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
六
五
円
三
七
銭
以

下
の
も
の

二
・
八
％

Ｂ

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
六
五
円
三
七
銭
を

超
え
一
七
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
七
〇
円
と

の
差
額

Ｃ

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
七
〇
円
を
超
え
る

八
％

も
の

無
税

グ
ラ

を

㈡

そ
の
他
の
も
の

に
改
め
る
。

き
八

Ａ

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
七
二
円
以
下
の
も



三
四
頁

」

の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八

円

Ｂ

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
七
二
円
を
超
え
一

八
〇
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

一
八
〇
円
と

の
差
額

Ｃ

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
八
〇
円
を
超
え
る

も
の

無
税

」

別
表
第
七
九
〇
一
・
一
一
号
及
び
第
七
九
〇
一
・
一
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
九
〇
一
・
一
一

亜
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
九
・
九
九
％
以
上
の
も
の



三
五
頁

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
四
二
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八

円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
四
二
円
を
超
え
二
五
〇

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

二
五
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
五
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

七
九
〇
一
・
一
二

亜
鉛
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
九
・
九
九
％
未
満
の
も
の

一

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
四
二
円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
八



三
六
頁

円

二

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
四
二
円
を
超
え
二
五
〇

円
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
、

課
税
価
格
と

二
五
〇
円
と

の
差
額

三

課
税
価
格
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
二
五
〇
円
を
超
え
る
も
の

無
税

（
関
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
一
条
第
一
項
中
「
五
百
万
円
」
を
「
千
万
円
」
に
改
め
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
当
該
犯
罪
に
係
る
貨
物
の
価
格
の
五
倍
が
千
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
罰
金
は
、
当
該
価
格
の
五
倍
以
下
と



三
七
頁

す
る
。

第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
十
五
条
」
の
下
に
「
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
三

百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
犯
罪
に
係
る
貨
物
の
価
格
の
五
倍
が
五
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
罰
金
は
、
当
該
価
格
の
五
倍
以
下

と
す
る
。

第
百
十
二
条
第
三
項
中
「
三
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
犯
罪
に
係
る
貨
物
の
価
格
の
三
倍
が
五
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
罰
金
は
、
当
該
価
格
の
三
倍
以
下

と
す
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
八
項
、
第
七
条
の
四
第
一
項
、
第
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
条
の
六
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
る
。



三
八
頁

第
八
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
で
あ
る
こ
と
の
確
認
）

第
八
条
の
四

税
関
長
は
、
輸
入
申
告
が
さ
れ
た
貨
物
に
つ
い
て
、
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
（
特
恵
関
税
等
）
の

規
定
に
よ
る
関
税
に
つ
い
て
の
便
益
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貨
物
が
特
恵
受
益
国
等
を
原
産
地
と
す
る
物
品

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
そ
の
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
貨
物
を
輸
入
す
る
者
に
対
し
、
当
該
貨
物
が
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提

供
を
求
め
る
方
法

二

特
恵
受
益
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
（
特
恵
受
益
国
等
か
ら
輸
出
さ
れ
る
貨
物
が
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
類
の
発
給
に
関
し
て
権
限
を
有
す
る
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
貨
物

の
輸
出
者
若
し
く
は
生
産
者
に
対
し
、
当
該
貨
物
に
つ
い
て
質
問
し
、
又
は
当
該
貨
物
が
特
恵
受
益
国
等
原
産
品
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
の
提
供
を
求
め
る
方
法

三

そ
の
職
員
に
、
当
該
貨
物
の
輸
出
者
又
は
生
産
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
必
要
な
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
同
意
を



三
九
頁

得
て
、
実
地
に
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
さ
せ
る
方
法

四

特
恵
受
益
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
に
対
し
、
当
該
特
恵
受
益
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
が
当
該
貨
物
の
輸
出
者
又
は
生

産
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
必
要
な
場
所
に
お
い
て
行
う
検
査
に
、
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
、
我
が
国
の
税
関
職
員
を
立

ち
会
わ
せ
、
及
び
当
該
検
査
に
お
い
て
収
集
し
た
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
方
法

２

前
項
第
二
号
の
質
問
又
は
求
め
は
、
当
該
質
問
又
は
求
め
を
受
け
た
者
が
当
該
質
問
に
対
す
る
回
答
又
は
当
該
求
め
に

係
る
資
料
の
提
供
を
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
書
面
を
も
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

３

税
関
長
は
、
そ
の
職
員
に
第
一
項
第
三
号
の
調
査
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
恵
受
益
国
等
が
当
該
調
査
に
同
意

す
る
か
ど
う
か
を
回
答
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
四
号
の
求
め
は
、
特
恵
受
益
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
が
当
該
求
め
に
応
ず
る
か
ど
う
か
を
回
答
す
べ
き
相
当

の
期
間
を
定
め
て
、
書
面
を
も
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

５

税
関
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
関
税
に
つ
い
て
の
便
益
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
貨
物
に
つ
い
て
、
当
該
便
益
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
貨
物
が
当
該
便
益
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。



四
〇
頁

二

当
該
貨
物
を
輸
入
す
る
者
が
当
該
便
益
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
を
と
ら
な
い
と
き
。

三

第
一
項
第
二
号
の
質
問
又
は
求
め
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
質
問
又
は
求
め
を
受
け
た
者
が
、
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
た
期
間
内
に
、
当
該
質
問
に
対
す
る
回
答
若
し
く
は
当
該
求
め
に
係
る
資
料
の
提
供
を
し
な
い
と
き
、

又
は
当
該
質
問
に
対
す
る
回
答
若
し
く
は
当
該
求
め
に
対
し
提
供
し
た
資
料
が
十
分
で
な
い
と
き
。

四

第
三
項
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
恵
受
益
国
等
又
は
当
該
通
知
に
係
る
貨
物
の
輸
出
者
若
し
く
は
生
産
者

が
第
一
項
第
三
号
の
調
査
を
拒
ん
だ
と
き
、
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
期
間
内
に
当
該
通
知
に
対
す
る
回
答

を
し
な
い
と
き
。

五

第
一
項
第
四
号
の
求
め
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
恵
受
益
国
等
の
権
限
あ
る
当
局
が
、
当
該
求
め
を
拒
ん
だ
と

き
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
期
間
内
に
当
該
求
め
に
対
す
る
回
答
を
し
な
い
と
き
、
当
該
求
め
に
係
る
資
料
の
提

供
を
し
な
い
と
き
、
又
は
当
該
求
め
に
対
し
提
供
し
た
資
料
が
十
分
で
な
い
と
き
。

６

税
関
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
の
内
容
（
そ
の
理
由
を
含
む
。
）
を
当
該
確
認

に
係
る
貨
物
を
輸
入
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
第
七
四
・
〇
二
項
か
ら
第
七
九
・
〇
一
項
ま
で
を
削
る
。



四
一
頁

別
表
第
一
の
三
、
別
表
第
一
の
三
の
二
、
別
表
第
一
の
六
及
び
別
表
第
一
の
八
中
「
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
」
を
「
平

成
三
一
年
三
月
三
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
一
九
の
項
中
「
関
税
率
表
第
五
三
〇
八
・
九
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
」
及
び
「
ラ
ミ
ー
糸
」
を
削

り
、
同
表
の
二
七
の
項
中
「
第
六
二
一
六
・
〇
〇
号
」
を
「
第
六
二
一
六
・
○
○
号
の
二
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



四
二
頁

第
四
条
の
う
ち
、
関
税
暫
定
措
置
法
第
七
条
の
三
第
六
項
の
改
正
規
定
中
「
ご
と
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
ご
と
」
を
「
物

品
の
輸
入
数
量
」
に
改
め
、
」
に
改
め
、
同
法
第
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
に
た

だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
条
第
七
項
の
改
正
規
定
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
る
。


